

「寝たきりアパート」の存在をご存知ですか・・・

なぜ利用が望まれるのか、その背景を検証！

利用せざるえない介護と看護の現状を介護家族の立場からも考える！

あなたならどう考えますか！　なにを感じますか！
病院や介護施設に入ることができず、在宅でのケアも難しいお年寄りなど「介護難民」の対応が急がれていますが、その受け皿として「寝たきり老人専用アパート」が近況利用されつつあります。
しかし、行政の目も行き届かず、その実態はよくわからないのが現状です。

そこで関係者をお呼びし、実態をお聞きするとともに、どこでも起きうる問題として、この問題を考える場を企画しました。〝明日は我が身〟そして〝支援と尊厳〟をお考え頂きたいと願います。
ぜひご参加下さい。
日時：平成２３年３月２０日日曜日　１３時から１６時３０分まで
場所：伊賀市ゆめぽりすセンター２階大会議室
三重県伊賀市ゆめが丘１－１－４　TEL：0595-22-0310　駐車場あります。
会場ホームページ　http://www.ict.ne.jp/~yumepo/sub2.html
内容：

○「寝たきりアパ－ト～さまよう終の棲み家～」（中京テレビ製作）の鑑賞
わずか４畳ほどの部屋に置かれたベッド。そこにはチューブで栄養をとるお年寄り。窓が一つだけの個室が廊下を挟んでずらりと並んでいる…。「寝たきりの高齢者しか入居できないアパートがある」そんな情報をもとに取材を進めると、秘かに成長する新しい介護ビジネスの姿が明らかになってきた。「入居者は、栄養剤を胃にチューブで送り込まれ、ベッドの上で生かされるだけ。そしてその介護には公金が湯水のように使われている」ある社会福祉士はこう指摘する。制度の隙間をついた不透明な運営実態。しかし病院や施設を追われた高齢者と家族にとって、寝たきりアパートはまさに救世主と呼べる存在だ。「高齢社会ニッポン」の＜影＞を検証する。（ホームページより）
○意見交換・ディスカッション
登壇者（予定）：熊田法律事務所　弁護士　熊田　均氏
　　　　　　　　　　NPO法人東濃成年後見センター　事務局長　山田　隆司氏

　　　　　　　　　　公益社団法人認知症の人と家族の会三重県支部　代表　泉　美幸
参加費：資料代１０００円（家族の会会員５００円）当日支払い
申込方法: ハガキ、FAX、Eメールにて、氏名、連絡先電話番号等を記入の上、３月１８日(金曜日)
までにお申し込み下さい。定員を越えた場合のみ、お断りの連絡をします。
問合せ・申込先:

公益社団法人 認知症の人と家族の会 三重県支部 （担当　泉）

　　　　　　住所：〒518-0833　三重県伊賀市緑ヶ丘東町１０１７－７

　　　　　　電話：０９０－６５９７－１６５７　ファックス：０５９５－２４－４５４５　

E-mail：pole-mie@ict.ne.jp
主催：公益社団法人認知症の人と家族の会　三重県支部　　後援：伊賀市社会福祉協議会
この研修会は、共同募金の配分金によるものです。

寝たきりアパートに関する研修会

参加申込書
【FAX 0595 –24 –4545 】

定員を越えた場合のみ、ご連絡させて頂きます。ご了承下さい。
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開催場所への案内図等資料が必要な場合は、下記にご記入下さい。
会場ホームページ　http://www.ict.ne.jp/~yumepo/sub2.html
